
ＮＯ．１５８    六本木一丁目南地区（組合施行）

計画地

1

2

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

地区幹線道路
１号

２ｍ【１２ｍ】 約３５ｍ

地区幹線道路
２号

２ｍ【１２ｍ】 約６５ｍ

地区幹線道路
３号

６ｍ【１２ｍ】 約９０ｍ

歩行者通路７号 ４ｍ【４ｍ】 約６０ｍ

建築面積

1 約１，４００㎡ 約１９０戸

建築敷地面積

1 約３，１００㎡

都市計画決定

建築物の整備
―

壁面の
位置の限度

平成１８年１月２３日　港区告示第１２号

―
高層部　１３０m
低層部　　１２m

２ｍ、４ｍ

整備計画 備考

・敷地内に広場４号を整備す
る。
･壁面の位置の後退により、歩
行者空間を整備する。
・敷地内に自動車通路（一部地
下式）を整備する。

・地区計画区域内にあり
・建築物の高さは、Ｔ．Ｐ．２６ｍから
による。

約１０７ｍ

【】内は全幅員
拡幅

主要用途

道
路

拡幅

約２８，８００㎡

鉄筋コンクリート造

1 住宅、店舗、駐車場

既設

新設
（既存区道の再整備）

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の

高さの限度

地上２7階／地下２階

(ろっぽんぎ１ちょうめみなみ)

計画の概要

　土地の高度利用及び有効利用を図るとともに、計画地が面する地区幹線道路の歩道整備、さらに、その
他の歩行者通路や広場等の整備、隣接地区につながる地下車路の整備を図る。

　都心近接地区としてふさわしい安全で快適な魅力ある複合市街地の形成を図る。

１　計画の概要

港区六本木一丁目７番地内

約０．４ｈａ

２　都市計画の内容

六本木一丁目南地区第一種市街地再開発事業 約０．４ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

延べ面積（容積対象）

約３５，７００㎡（約２２，３００㎡）

住宅建設の目標

建築敷地の
整備



地区名

位置 面積 約７．３ha

名称 幅員 延長 面積

地区幹線
道路１号

１２ｍ
（内区域内２ｍ）

約１４０ｍ －

地区幹線
道路２号

１２ｍ
（内区域内２ｍ）

約４１０ｍ －

地区幹線
道路３号

１２ｍ 約４３０ｍ －

地区幹線
道路４号

１２ｍ 約１６０ｍ －

広場１号 － － 約２，５００㎡

歩行者通路
１号

約１０ｍ 約１６０ｍ －

位置 面積 約６．７ha

名称 幅員 延長 面積

道
路

地区幹線道路
４号支線

８～１２ｍ 約７０m －

広場２号 － － 約６００㎡

広場３号 － － 約６００㎡

広場４号 － － 約１５０㎡

緑地 － － 約２，０００㎡

自動車通路 約８ｍ 約６０ｍ －

歩行者通路２号 約６ｍ 約７０ｍ －

歩行者通路３号 約４ｍ 約１９０ｍ －

歩行者通路４号 約４ｍ 約９０ｍ －

歩行者通路５号 約４ｍ 約４０ｍ －

歩行者通路６号 約４ｍ 約１２０ｍ －

歩行者通路７号 約４ｍ 約６０ｍ －

A-１地区 A-2地区 A-3地区 A-4地区 A-5地区 A-6地区
面
積 約０．８ｈａ 約０．７ｈａ 約０．７ｈａ 約０．２ｈａ 約０．４ｈａ 約０．２ｈａ

５４０％ ５４０％ ６０％ ５４０％ ７００％ ５４０％

－ － － － ３５０％ －

－ － － － ５０％ －

－ － － － ２００㎡ －

新設（既存区道の再整備）

地区の区分

名
称

建築物の容積率の
最高限度

一部地下式

そ
の
他
の
公
共
施
設

建築物の建築面積
の最低限度

建築物の建ぺい率
の最高限度

建築物の容積率の
最低限度

３　地区計画　(再開発等促進区を定める地区計画）

六本木一丁目西地区

港区赤坂一丁目、六本木一丁目及び六本木三丁目各地内

拡幅

一部既設

一部既設

拡幅

備考

主要な公共施
設の配置及び

規模

既存一部拡幅（拡幅：０～２
ｍ）

道
路

そ
の
他
の
公
共
空
地

地区整備計画

港区赤坂一丁目、六本木一丁目及び六本木三丁目各地内

上部約１，１００㎡
下部約１，４００㎡

地区施設の
配置及び規模

地区幹線道路３号上
の公共用通路を含む。

A街区

備考

現況道路境界から一部拡
幅（拡幅：０～４ｍ）



面
積

７　建築基準法第４８条に基づき特定行政庁が許可した建築物

８　前各号の建築物に付属するもの

地区の区分

名
称

B-2地区

約２．４ｈａ

B街区

６　巡査派出所、公衆電話その他これらに類するもの

B-１地区

約１．０ｈａ

B-3地区

約０．３ｈａ

壁面の位置の制限
　建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を超えて建築してはならない。ただ
し、公共用通路、広場の用に供するデッキの部分及び歩行者の安全を確保するための施設を
除く。

建築物の形態又は
色彩その他の
意匠の制限

（１）建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は原色を避け、周辺環境に配慮した色調とする。

（２）屋外広告物は、建築物と一体的なもの若しくは歩行者空間と調和のとれたものとする。

都市計画決定
平成６年４月１９日　東京都告示第５０１号

平成１１年１２月１日　東京都告示第１３２０号（変更）
平成１８年１月２３日　東京都告示第４８号（変更）

建築物の建ぺい率
の最高限度

建築物の建築面積
の最低限度

－

－

（Ｂゾーン）

３　美術館、博物館その他これらに類するもの

４　店舗、飲食店、事務所

５　供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

建築物の容積率の
最高限度

１　住宅、寄宿舎、共同住宅その他これらに類するもの（以下「住宅等」という。）

建築物の容積率の
最低限度

７８０％

－

（Ａゾーン）

　次の各号に掲げる用途の建築物（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律第２条第６号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。）以外の
建築物は建築してはならない。

－

７００％

－

２　診療所

－

１，０００％

－

－ －

建築物等の用途の
制限

１　店舗、飲食店、事務所

２　ホテル又は旅館

３　学習塾、華道教室その他これらに類するもの（各種学校、専修学校を含む）

４　診療所

５　住宅、寄宿舎、共同住宅その他これらに類するもの（以下「住宅等」という。）

６　駅施設、供給施設、公共用通路その他の公共公益施設

７　巡査派出所、公衆電話その他これらに類するもの

８　建築基準法第４８条に基づき特定行政庁が許可した建築物

９　前各号の建築物に付属するもの



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

駐車場

事業認可 総事業費

定款、事業計画変更認可

権利変換期日

定款、事業計画変更認可

定款変更認可

権利変換計画変更認可

平成２４年　８月３１日 工事完了公告

平成２６年　３月２４日

平成２６年　８月　８日

平成１５年１０月　２日

平成２３年１１月　４日

平成２２年　３月２５日　

平成２２年　１月１９日

平成１９年１２月　６日

平成２１年１２月１５日

平成２１年１０月２９日

平成２０年　６月２４日

平成２０年　６月１０日

約１５６億円

平成１８年　１月２３日

平成１９年　５月１０日

平成１８年　２月１６日

六本木一丁目西A５街区市街地再開発準備組合設立

地上２～２７階 住宅 約１４１台

５　経　緯

住宅戸数 約２７０戸
地上１階

平成１９年　５月１０日　　東京都告示第　７４８号
平成１９年１２月　６日　　東京都告示第１５５６号（変更）
平成２１年１０月２９日　　東京都告示第１４４８号（変更）
平成２３年１１月　４日　　東京都告示第１５４８号（変更）
平成２６年　３月２４日　　東京都告示第　３９５号（変更）

事業計画認可公告

施設建築物工事着手

権利変換計画認可

平成１５年　４月１５日 六一Ａ５まちづくり協議会発足

年　月　日 内　　　　　　　　　　　　　　　容

都市計画決定

区域公告

定款、事業計画変更認可

６　位置図

事業計画変更認可

約３３，５４０㎡　(約２２，３９０㎡）

４　事業計画の概要

組合解散認可

約３，２００㎡ 約３８％

用途

約７００％

住宅、生活利便施設

地下２～地下１階 駐車場等



７　区域図

８　完成写真


